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仕様書 

 
１．事業名 

 令和７年度無形文化遺産保護パートナーシッププログラム委託 
 
２．趣旨・目的 

 本業務は、世界の無形文化遺産の保護のため、アジア太平洋地域における無形文化遺産保護の調査

研究及びネットワークを活用した無形文化遺産に関する広報活動等を実施し、無形文化遺産保護の分

野における日本の貢献及び国際的地位を高めることを目的として実施するものである。 

 
３．事業内容 

 以下の（１）～（３）の業務を実施する。  
なお、実施にあたっては、企画・立案の段階で文化庁と事前協議を行うこと。 

 
（１）無形文化遺産の保護に係るネットワークの構築 
国内外の行政機関、研究機関、地方公共団体等と無形文化遺産に関するネットワークを構築し、また、

中国・韓国のユネスコ・カテゴリー２センター及びユネスコと連携を図ること。 
 
（２）国際会議の開催 
アジア太平洋地域の行政官・専門家等の参加を得て、アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する

調査研究活動の現状について情報交換をするとともに、課題について議論する国際会議・ワークショッ

プ等を開催し、終了後、会議内容等について速やかに報告書にまとめ、関係者に配布すること。報告書

の様式・配布先については文化庁と協議のうえ決定すること。 
 
（３）アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する調査研究 
国内及びアジア太平洋地域の研究機関、地方自治体等との協力の下、無形文化遺産の保護の実践及び

方法に関する調査研究として、アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に係る研究、専門家及び専

門機関の情報を収集、分析すること。また、それらの結果を整理し、報告書にまとめるとともに、デー

タベース化し、ウェブサイト等を活用してアジア太平洋地域の関係機関、専門家等に対して提供するこ

と。 
 

４．実施体制 

 事業の実施に当たっては、アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する識見を有し、無形文化遺産

を題材とした国際的な会議や委員会等への出席の経験を有する者を中心に、ユネスコ及び中国・韓国の

ユネスコ・カテゴリー２センターをはじめとする関係機関と連携体制を構築するなど十分な実施体制を

組むこと。 
 
５．事業期間 

 契約締結日から令和８年３月３１日まで 
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６．事業実施に当たっての留意事項 

 個人情報の取り扱いには十分留意すること。 
 
７．著作権、成果物等の取り扱い 

 本事業の実施に当たって発生した著作権及び成果物等については、原則として文化庁に帰属するもの

とする。また、本事業の実施に当たって、著作権の保護や成果物等の取り扱いに十分に配慮するものと

し、成果の外部への公表を行う場合は文化庁と事前に協議し、承認を得ること。 
 
８．事業報告 

（１）国が実施する施策等との調整の観点から、事業の進捗について文化庁に随時報告すること。特に、

情報収集のために行った会議参加や関係者との打合せ等により得られた今後の事業実施に資す

る内容等については、整理の上、文化庁に速やかに報告すること。 

（２）契約期間満了日までに委託業務成果報告書（以下「成果報告書」という。）を提出すること。ま

た、データベースについても利用実績等を成果報告書にまとめること。 

（３）成果報告書は本仕様書及び「無形文化遺産保護パートナーシッププログラム委託要項」、「文化

庁委託業務実施要領」、契約書及び担当官の指示に従って作成すること。 

（４）文化遺産国際協力コンソーシアムにおいて、事業の成果を発表するとともに、各種媒体を通じて

国内外に広く発信すること。当該事業に関して報道等がなされている場合には、成果報告書に記

事の写し等を添付すること。海外において報道等がなされている場合には、可能な限り簡単な和

訳を添付すること。 

 
９．提出する成果物 

（１）成果報告書  紙媒体５部、電磁的記録（電子媒体）一式 

      ※文化庁ウェブサイト等にて原則公開するため、著作権等の処理には十分留意すること。 

   ※原則日本語で作成することとし、英語で作成する場合には、概要版を日本語で作成すること。 

※理解しやすい写真、図表等を盛り込むこと。 

 
１０．成果物の納入期限・場所 

（１）納入期限 
 令和８年３月３１日 
（２）納入場所 
 〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 
 文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室無形文化遺産係 
 
１１．応札者に求める要求要件 

（１）要求要件の概要 
ア．本委託業務に係る入札者に求める要求要件は、「（２）要求要件の詳細」に示すとおりである。 
イ．要求要件は、必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。 
ウ．「＊」の付してある項目は必須の要求要件であり、最低限の要求要件を示しており、技術審査にお

いてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格として落札決定の対象から除外される。 
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エ．必須以外の要求要件は、満たしていれば望ましい要求要件であるが、満たしていなくても不合格

とならない。 
オ．これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等は、技術提案書審査

会において行う。なお、総合評価落札方式に係る評価は、別添の無形文化遺産パートナーシッププ

ログラム委託に係る総合評価基準に基づくものとする。 
 

（２）要求要件の詳細 

1．業務の実施方針 

1-1 業務内容の妥当性、独創性 

＊1-1-1 仕様書記載の内容について全て提案されていること。(仕様書に示した内容以外の独

自の提案がされていればその内容に応じて加点する。) 

＊1-1-2 偏った内容となっていないこと。 

1-2 業務実施方法及び企画・立案内容の妥当性、独創性 

＊1-2-1 業務実施方法及び企画・立案内容が妥当であること。(業務実施方法や企画・立案内容

に事業成果を高めるための工夫があればその内容に応じて加点する。) 

＊1-2-2 業務実施方法及び企画・立案内容が具体的かつ明確であること。 

1-3 事業計画の妥当性、効率性 

＊1-3-1 事業の日程・手順等に無理がなく目的に沿った実現性があること。(事業の日程・手順

等が効率的であれば加点する。) 

2．組織の経験・能力 

2-1 組織の業務分野に関する専門知識・適格性 

＊2-1-1 アジア太平洋地域の無形文化遺産の保護に関する専門的知見を有していること。 

2-1-2 類似の業務を実施した実績があれば、実績の内容により加点する。 

2-2 組織の業務実施能力 

＊2-2-1 事業を遂行する人員が確保されていること。 

2-2-2 幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。 

＊2-2-3 事業を実施する上で適切な財務基盤、経理能力を有していること。 

2-3 業務に当たってのバックアップ体制 

2-3-1 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれていれば加点する。 

3．業務従事予定者の経験・能力 

3-1 業務従事予定者の類似業務の経験 

3-1-1 過去にアジア太平洋地域の無形文化遺産保護に資する調査・研究に関する業務実績及び

アジア太平洋地域の無形文化遺産保護を主題とする国際会議やワークショップ等の企

画・立案・運営等を実施した実績があれば、実績の内容により加点する。 

3-2 業務従事予定者の業務分野に関する専門知識・適格性 

＊3-2-1 アジア太平洋地域の無形文化遺産保護を主題とする国際会議やワークショップ等の

企画・立案・運営に必要な幅広い知識・知見を有していること。(知識・知見の内容によ

り加点する。) 

4．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

4-1 ワーク・ライフ・バランス等の取組 
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4-1-1 以下のいずれかの認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けてい

れば加点する。 

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認

定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）又は一般事業主行動計画策定

（常時雇用する労働者の数が１００人以下のものに限る） 

○ 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライ

くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

○ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

5. 賃上げを実施する企業に関する指標 

5-1 賃上げの表明 

以下のいずれかを表明していれば加点する（いずれかを応札者が選択するものとする）。 

5-1-1 令和４年４月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給

者一人当たりの平均受給額※１」を大企業※２においては３％以上、中小企業等におい

ては 1.5％以上増加させる旨を従業員に表明していること。 

5-1-2 令和４年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額 

※１」を大企業※２においては３％以上、中小企業等においては 1.5％以上増加させ

る旨を従業員に表明していること。 

※１ 中小企業等においては、「給与総額」とする。 

※２ 中小企業とは、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第６６条第２項、第３項及び

第６項に規定される、資本金等の額等が１億円以下であるもの又は資本等を有しない

普通法人等をいう。 

 

１２．検査 

受注者による業務完了（廃止）報告の内容が、契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかは、発注者が確認することをもって検査とする。 

 

１３．守秘義務 

受注者は、本調査業務の実施で知り得た非公開の情報を第三者に漏洩してはならない。 

受注者は、本調査業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意義務をもって

管理し、本調査業務以外に使用しないこと。 

 

１４．届出義務 

 受注者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案書に記載した

事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者

に届け出ること。 

 

１５．賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項 

発注者は、受注者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた場合、受注者の事業年

度等（事業年度及び暦年をいう。）が終了した後、表明した率の賃上げを実施したことを以下の手法で確

認する。 
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・5-1-1 の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書の「10 主要科目」のう

ち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除

した金額を比較する。 

・5-1-2 の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「１給与所得の源泉徴収票 合計表（375）」

の「Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較する。 

※ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、5-1-1 の場合は「合計額」と、5-1-2 の場合は

「支払金額」とする。 

加点を受けた受注者は、確認のため必要な書類を速やかに発注者に提出すること。ただし、前述の書

類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準

と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることがで

きる。 

上記の確認を行った結果、加点を受けた受注者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又

は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において

所定の点数を減点するものとする。詳細は従業員への賃金引上げ計画の表明書裏面の（留意事項）を確

認すること。 

なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達していない者と同様の措置を

行う。 

 

１６．子会社、関連企業に対する利益控除等透明性の確保 

再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以外のすべ

ての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様

の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにするこ

と。 
 
１７．取引停止期間中の者への支出の禁止 

再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。 
 

１８．協議事項 

この仕様書に記載されていない事項、または本仕様書について疑義が生じた場合は、文化庁と随時協

議を行うものとする。 
 
１９．その他 

（１）検収は、文化庁が行う。 
（２）提出した成果物または本事業に関する事柄について問い合わせがあった場合には、即時説明ので

きる体制を整えるとともに、文化庁と緊密に連絡をとり事業を実施することができる体制を整え

ること。 

（３）本事業の実施に当たっては、個々の取組がアジア太平洋地域における無形文化遺産の保護強化に

具体的に寄与するよう留意すること 
（４）本事業の実施にあたり発生した成果物等が、原則として文化庁に帰属することに留意し、事業実

施が円滑に進むよう、前年度及び後年度の受託者との間で連携・協力を行うこと。 
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（５）委託業務の全部を第三者に再委託してはならない。本業務の一部を第三者に委託する場合は、再

委託先との明確な責任と役割分担を示すとともに、適切に遂行できる企業等を選定すること。 


